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【大津市簡易内管施工登録店の登録基準】 

大津市簡易内管施工登録店規程第４条に規定する適格条件を満たすことを基準とする。 

―参考― 

【根拠法令】 大津市簡易内管施工登録店規程 

（登録の申請） 

第５条 申請者は、大津市簡易内管施工店登録申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し

て、公営企業管理者に提出しなければならない。 

(1) 経営者の住民票記載事項証明書及び前条第４号アに該当しないことを証する書類 

(2) 法人の場合にあっては、登記事項証明書及び定款の写し 

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図 

(4) 専属する施工士との雇用関係を証する書類 

(5) 専属する施工士の資格を証する書類の写し 

(6) 簡易内管工事の施行に必要な設備及び機器材を有していることを証する書類 

(7) 市町村税の納税証明書 

 

【基準法令】 大津市簡易内管施工登録店規程 

（適格条件） 

第４条 簡易内管施工店の登録を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次

の各号のいずれにも該当する者でなければならない。 

 (1) 一般社団法人日本ガス協会が認定する簡易内管施工士（以下「施工士」とい

う。）の資格を有する者が1人以上専属していること。 

 



(2) 簡易内管工事の施行に必要な設備及び機器材を有していること。 

(3) 本市の区域又は当該区域での簡易内管工事の施行及び緊急時の対応に支障を来

たさない地域に営業所を有すること。 

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

イ ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）に違反して、又はガスの供給若しくは

ガス工作物に支障を与えたことにより、刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 

ウ 第１１条第３項の規定により登録を取り消され（経営者（法人にあっては、代

表者。以下同じ。）が他の簡易内管施工登録店において経営者の地位にあった場

合において、当該簡易内管施工登録店が登録を取り消された場合を含む。）、そ

の取消しの日から２年を経過しない者 

エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相

当の理由がある者 

オ 精神の機能の障害により簡易内管工事の事業を適正に営むに当たって必要な認

知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

カ 市町村税に滞納がある者 

キ 法人であって、その代表者がア、イ、エ又はオのいずれかに該当する者  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書等の

縦覧をもって代えることができる。 


